
 

投稿年月日 令和 3年 12月 15日 投稿者 市内在住 男性 

ご意見・ご提案

内 容 

 

 南島原市には都市計画委員がいると思うが、都市計画委員はどう言

う経緯で決定されたのだろうか？都市計画委員には任期が有るのだ

ろうか？どういう都市計画をやっているのだろうか？ 

 

回   答 

 

南島原市都市計画審議会条例により審議会委員は、学識経験のある

もの６人以内、市議会の議員６人以内、関係行政機関の職員３人以内、

計１５人以内で組織し、任期は２年と定められています。 

委員は、各関係機関より推薦していただいた方を対象とし選任して

おります。 

また、本市は上位計画である「南島原市総合計画」を踏まえ、市全

域のまちづくりの指針となる都市計画マスタープランを策定し都市

計画に取り組んでおります。 

 

担当課 都市計画課 


